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局所的に吸収される電波の規
制について



電波防護指針
• 電気通信技術審議会答申諮問第38号「電波利⽤に
おける⼈体の防護指針」（平成２年6⽉）
• 電気通信技術審議会答申諮問第89号「電波利⽤に
おける⼈体防護の在り⽅」（平成９年４⽉）
• 情報通信審議会答申諮問第2030号「局所吸収指針
の在り⽅」に関する答申（平成２３年５⽉）
• 情報通信審議会答申諮問第2035号「電波防護指針
の在り⽅」のうち｢低周波領域（10kHz以上10MHz
以下）における電波防護指針の在り⽅｣（平成２7
年3⽉）



「局所吸収指針の在り⽅」に関する答申
（平成２３年５⽉）



国際ガイドライン(ICNIRP,	IEEE)
ICNIRP国際ガイドライン,	IEEE規格では、それぞれ、10GHzあるいは3GHz
よりも⾼い周波数において、⼊射電⼒密度が⽤いられている。



6GHz以上の局所吸収指針値の検討

第５世代移動通信(5G)など、今後の展開が想定される新たな無線技術では、
MIMOやビームフォーミングといった技術の適⽤が検討されており、実際
の無線端末の指向性は標準的なダイポールアンテナと⽐較し、より⾼くな
ることが想定される。

先進的な無線システムに関するワーキング
資料WG6-4より



局所SARと⼊射電⼒密度の
ギャップに関する研究例
標準的なダイポールアンテナを考えた場合に、6GHz帯以上で国際ガイドライ
ンを満たすための出⼒電⼒が最⼤で6.5	dB下がることを指摘。
さらに、標準的なダイポールと⽐較してより指向性の⾼いアンテナを利⽤す
る場合に、10	GHz以上の周波数において、国際ガイドラインを満たすための出
⼒電⼒が更に低下することを指摘。

先進的な無線システムに関するワーキング
資料-ＷＧ7-3より



電⼒密度（6GHz以上）評価法の標準化状況

先進的な無線システムに関するワーキング
資料WG6-5より



むすび
• 我が国の局所吸収指針における適⽤上限周波数は6	GHzであ
り、評価指標としては10ｇ平均のSARが⽤いられている。ま
た、電界強度指針の値については、電波放射源から10cm以
上離れた空間で適⽤することが推奨されており、また補助
指針の値についても同様に、電波放射源から10cm以上離れ
た空間での適⽤が定められている。すなわち、6	GHzから
300	GHzまでの周波数において、電波放射源より10	cm未満
における指針値はない。

• ⼀⽅、国際ガイドライン（ICNIRP,	IEEE)では、6GHzあるいは
10GHzよりも⾼い周波数において、⼊射電⼒密度が⽤いられ
ている。ただし、平均化⾯積も異なっており、当該の⽂献
もない。

• 6	GHz以上の周波数帯での無線技術では、MIMOやビーム
フォーミングといった技術の適⽤が検討されており、実際
の無線端末の指向性は標準的なダイポールアンテナと⽐較
して、より⾼くなることが想定される。従って、5G無線シ
ステム等の展開にあたり、科学的根拠に基づき、適切な⾯
積で平均化した⼊射電⼒密度の指針値を定める必要がある。


